
 

 

 

２０１８年１２月２７日 

 

新商品（投資信託）の取扱い開始について 

 

武蔵野銀行（頭取 加藤 喜久雄）では、２０１９年１月４日（金）より、投資信託商品の新規取扱い

を開始いたしますので、お知らせします。 

当行は、今後も投資信託や保険商品の品揃えの充実を図り、お客さまに喜ばれる商品、サービスの  

提供をしてまいります。 

 

１．新規取扱商品 

【追加型投資信託】 

商  品  名                 分散名人（国内重視型） 

運 用 会 社 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 

分   類 追加型投信／内外／資産複合 

申 込 期 間 
当初申込期間：２０１９年１月４日（金）～２０１９年１月３０日（水） 

継続申込期間：２０１９年１月３１日（木）以降、通年にわたりご購入いただけます。 

特 徴 

・主として、国内債券、国内株式、国内リートおよび金に投資を行い、収益の獲得を

目指します。 

・金については、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、  

金地金価格への連動を目指す ETF（上場投資信託証券）に投資を行うことで、金に

実質的に投資をすると共に、対円で為替ヘッジを行います。 

・各資産への投資割合は、４分の１ずつの均等配分を基本とします。 

販 売 方 法 

・２０１９年１月４日（金）～２０１９年１月３０日（水）までは店頭募集のみ    
のお取扱いとなります。 

・２０１９年１月３１日（木）以降は、インターネットバンキングでもお取扱い    
致します。 

・分配金受取コースと分配金再投資コースのお取扱いとなります。 

※投資信託の留意点につきましては、次頁をご参照下さい。 
 

２．取扱店  
全営業店（「さいたま新都心パーソナルプラザ」及び「ユア・ラウンジ・浦和」を含む） 

 
３．お客さまからのお問い合わせ先 
   営業店または、フリーダイヤルへお問い合わせください。 

フリーダイヤル ０１２０－６３４２－１４ 
  ※受付時間 平日 ９：００～１７：００（土・日・祝日、及び１２/３１～１/３を除きます） 
  
                                             

以 上 

 

 

 

 

 

報道機関からのお問い合わせ先 

営業統括部 預り資産推進室 内田、吉野

048-641-6111（代） 内線 2351、2327 



 

●投資信託は、預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。 

●投資信託は預金保険の対象ではなく、当行で購入する投資信託は、投資者保護基金の対象で

はありません。 

●投資信託はクーリングオフの適用はありません。 

●投資信託は国内外の株式や債券など値動きのある金融商品を組入れているため、基準価額が
下落して、投資元本を割り込むことがあります。 

●投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されるお客さまに帰属します。 

●投資信託のご購入に際しては、必ず最新の投資信託説明書（交付目論見書）、及び契約締結
前交付書面により商品内容を十分確認のうえ、ご自身でご判断してください。 

●投資信託説明書（交付目論見書）は当行の本・支店等でご用意しております。 

●投資信託のお申込みにあたっては、当行所定のお申込手数料（最大３．２４％、税込み）   
がかかるほかに、保有期間中は信託報酬等（最大２．３７６％、税込み）がかかります。        
また一部の商品は換金時に信託財産留保額（最大０．５％）が基準価額より差し引かれます。 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

【商号等】 株式会社武蔵野銀行登録金融機関   

【登録番号】関東財務局長（登金）第 38 号 

【加入協会】日本証券業協会 

【商号等】 株式会社武蔵野銀行 登録金融機関   

関東財務局長（登金）第 38 号 

【加入協会】日本証券業協会 


